
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  経営承継円滑化法の改正                  

Ｑ：経営承継円滑化法が改正され、事業承

継が一段としやすくなったとか。どのように

なったのですか？                                     

                                             

Ａ：遺留分特例制度の適用が親族外でも受

けられることとなりました。 

【解説】 

事業承継といえば、これまでは、ほぼ親族

内承継でしたが、近年は親族外承継も増加傾

向にあることから、親族外承継を円滑に行え

るようにする必要があるとのことから経営承

継円滑化法が改正され、遺留分特例制度の対

象を親族外にまで広げることとされました。 

遺留分特例制度とは、相続人には遺留分(原

則、法定相続分の２分の１)という最低限の財

産を相続できる権利があることから、後継者

に自社株を集中しようとしても、遺留分を侵

害してしまうと侵害した財産を返還する(遺

留分の減殺請求)ようにと言われかねないこ

とから、これを推定相続人の全員の合意のも

とで後継者から贈与された自社株については、

遺留分の算定基礎財産から除外しようとする

ものです。 

今回の改正では、この対象に親族外後継者

が贈与を受けた自社株等についても、遺留分

の減殺請求の対象から除外できるように改正

されましたので、今後は、親族内承継だけで

なく、親族外承継にも適用ができることとな

ります。 
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